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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
四
第
九
項
及
び
第
二
十
六
条
の
二

十
八
の
五
第
二
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
構
造
の
腐
食
、
腐
朽
及

び
摩
損
を
防
止
し
、
又
は
維
持
保
全
を
容
易
に
す
る
た
め
の
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
2
6
条
の
４
第
９
項
及
び
第
2
6
条
の
2
8
の
５
第
2
3
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務

大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
構
造
の
腐
食

腐
朽
及
び
摩
損
を
防
止
し

又
は
維
持
保
全
を
容
易
に
す
る
た
め
の
増
築

、
、

、

改
築

修
繕
又
は
模
様
替
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

、
。

１
こ
の
告
示
に
お
い
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

、
、

。

一
長
期
使
用
構
造
等
基
準

長
期
使
用
構
造
等
と
す
る
た
め
の
措
置
及
び
維
持
保
全
の
方
法
の
基
準

平
成
1
2
年

（

国
土
交
通
省
告
示
第
2
0
9
号

を
い
う

）
。

二
軸
組
等

軸
組

枠
組
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分

木
質
の
下
地
材
を
含
み

室
内
側
に
露
出
し
た
部
分

、
（

、

を
含
ま
な
い

を
い
う

。
）

。

三
通
気
構
造
等

通
気
層
を
設
け
た
構
造

壁
体
内
に
通
気
経
路
を
設
け
た
構
造
で

外
壁
仕
上
げ
と
軸
組
等
の

（
、
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間
に
中
空
層
が
設
け
ら
れ
て
い
る
等
軸
組
等
が
雨
水
に
接
触
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
有
効
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う

又
は
軒
の
出
が
9
0
㎝
以
上
で
あ
る
真
壁
構
造

柱
が
直
接
外
気
に
接
す
る
構
造
を

。
）

（

い
う

を
い
う

。
）

。

四
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

平
成
2
0
年
法
律
第
8
7
号

（

第
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
を
い
う

）
。

五
主
要
接
合
部
等

設
備
機
器
と
専
用
配
管
と
の
接
合
部

専
用
配
管
の
バ
ル
ブ
及
び
ヘ
ッ
ダ

専
用
配
管
と

、
ー
、

共
用
配
管
と
の
接
合
部
並
び
に
共
用
配
管
の
バ
ル
ブ
を
い
う
。

２
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
2
6
条
の
４
第
９
項
及
び
第
2
6
条
の
2
8
の
５
第
2
3
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財

務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
構
造
の
腐
食

腐
朽
及
び
摩
損
を
防
止
し

又
は
維
持
保
全
を
容
易
に
す
る
た
め
の
増

、
、

築
改
築

修
繕
又
は
模
様
替
は

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
工
事

第
１
号

第
２
号

第
７
号
及
び
第
８
号

、
、

、
（

、
、

に
掲
げ
る
工
事
に
あ
っ
て
は
木
造
又
は
鉄
骨
造
の
住
宅
に
つ
い
て
行
う
工
事
に

第
３
号
か
ら
第
６
号
ま
で

第
９

、
、

号
及
び
第
1
0
号
に
掲
げ
る
工
事
に
あ
っ
て
は
木
造
の
住
宅
に
つ
い
て
行
う
工
事
に
限
る

と
す
る

。
）

。

一
小
屋
裏

屋
根
断
熱
工
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り

室
内
と
同

（
、

等
の
温
熱
環
境
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く

以
下
こ
の
号
及
び
別
表
１
に
お
い
て
同
じ

の
換
気
性

。
。
）

を
高
め
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
１
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る

（

で
あ
っ
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

。
）

、
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イ
小
屋
裏
の
壁
の
う
ち
屋
外
に
面
す
る
も
の
に
換
気
口
を
取
り
付
け
る
工
事

ロ
軒
裏
に
換
気
口
を
取
り
付
け
る
工
事

ハ
小
屋
裏
の
頂
部
に
排
気
口
を
取
り
付
け
る
工
事

二
小
屋
裏
の
状
態
を
確
認
す
る
た
め
の
点
検
口
を
天
井
又
は
小
屋
裏
の
壁
に
取
り
付
け
る
工
事

施
工
後
に
新
た

（

に
別
表
２
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し

施
工
前
に
長
期
使
用
構
造
等
基
準

、

第
３
の
１
⑵
②
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
鉄
骨
造
の
住
宅
に
つ
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

三
外
壁
を
通
気
構
造
等
と
す
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
３
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

（

に
限
る
も
の
と
し

施
工
前
に
別
表
６
に
規
定
す
る
外
壁
の
軸
組
等
の
部
分
が
評
価
方
法
基
準

平
成
1
3
年
国
土

、
（

交
通
省
告
示
第
1
3
4
7
号

第
５
の
３
の
３
－
１
⑶
イ
①
ａ

ⅱ
又
は

ⅲ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

）
（

）
（

）

住
宅
に
つ
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

四
浴
室
又
は
脱
衣
室
の
防
水
性
を
高
め
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
４
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と

（

な
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し

施
工
前
に
別
表
４
に
規
定
す
る
浴
室
及
び
脱
衣
室
の
壁
の
軸
組
等
及
び
床
組
並
び

、

に
浴
室
の
天
井
が
評
価
方
法
基
準
第
５
の
３
の
３
－
１
⑶
イ
①
ａ

ⅰ
か
ら

ⅲ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い

（
）

（
）

ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
住
宅
に
つ
い
て
行
う
も
の
を
除
く

で
あ
っ
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

。
）

、

イ
浴
室
を
日
本
産
業
規
格
Ａ
4
4
1
6
に
規
定
す
る
浴
室
ユ
ニ
ッ
ト
又
は
こ
れ
と
同
等
の
防
水
上
有
効
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
工
事
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ロ
脱
衣
室
の
壁
に
耐
水
性
を
有
す
る
化
粧
合
板
そ
の
他
の
防
水
上
有
効
な
仕
上
材
を
取
り
付
け
る
工
事

ハ
脱
衣
室
の
床
に
塩
化
ビ
ニ
ル
製
の
シ

ト
そ
の
他
の
防
水
上
有
効
な
仕
上
材
を
取
り
付
け
る
工
事

ー

五
土
台
の
防
腐
又
は
防
蟻
の
た
め
に
行
う
工
事
で
あ
っ
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

、

イ
土
台
に
防
腐
処
理
又
は
防
蟻
処
理
を
す
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
５
－
１
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

（

る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し

施
工
前
に
別
表
５
－
１
に
規
定
す
る
土
台
が
評
価
方
法
基
準
第
５
の

、

３
の
３
－
１
⑶
イ
①
ｂ

ⅱ
又
は

ⅲ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
住
宅
に
つ
い
て
行
う
も
の
を
除

（
）

（
）

く
。
）

ロ
土
台
に
接
す
る
外
壁
の
下
端
に
水
切
り
を
取
り
付
け
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
５
－
２
に
掲
げ
る
基

（

準
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）

六
外
壁
の
軸
組
等
に
防
腐
処
理
又
は
防
蟻
処
理
を
す
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
６
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

（

す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し

施
工
前
に
別
表
６
に
規
定
す
る
外
壁
の
軸
組
等
の
部
分
が
評
価
方
法

、

基
準
第
５
の
３
の
３
－
１
⑶
イ
①
ａ

ⅰ
ロ

か
ら

ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
評
価
方
法
基
準
第
５
の

（
）
（

）
（

）

３
の
３
－
１
⑶
イ
①
ａ

ⅱ
若
し
く
は

ⅲ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
住
宅
に
つ
い
て
行
う
も
の
を

（
）

（
）

除
く
。
）

七
床
下
の
防
湿
性
を
高
め
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
７
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
と

（

な
る
も
の
に
限
る

で
あ
っ
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

。
）

、
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イ
床
下
を
コ
ン
ク
リ

ト
で
覆
う
工
事

第
1
0
号
ロ
に
掲
げ
る
工
事
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

ー
（

。
）

ロ
床
下
を
厚
さ
0
.
1
㎜
以
上
の
防
湿
フ
ィ
ル
ム
又
は
こ
れ
と
同
等
の
防
湿
性
を
有
す
る
材
料
で
覆
う
工
事

八
床
下
の
状
態
を
確
認
す
る
た
め
の
点
検
口
を
床
に
取
り
付
け
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
８
に
掲
げ
る
基

（

準
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し

施
工
前
に
長
期
使
用
構
造
等
基
準
第
３
の
１
⑵
②
に
掲
げ

、

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
鉄
骨
造
の
住
宅
に
つ
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

九
高
さ
が
4
0
0
㎜
以
上
の
基
礎
が
有
す
る
機
能

土
台
又
は
外
壁
下
端
へ
の
軒
先
か
ら
流
下
す
る
水
の
は
ね
返
り

（

を
防
止
す
る
も
の
に
限
る

を
代
替
す
る
雨
ど
い
を
軒
又
は
外
壁
に
取
り
付
け
る
工
事

認
定
長
期
優
良
住
宅

。
）

（

建
築
等
計
画
に
仕
様
に
応
じ
た
維
持
管
理
の
た
め
に
必
要
な
点
検
間
隔
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

か
、

つ
施
工
後
に
新
た
に
別
表
９
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し

施
工
前
に
地

、
、

面
か
ら
基
礎
上
端
ま
で
又
は
地
面
か
ら
土
台
下
端
ま
で
の
高
さ
が
4
0
0
㎜
以
上
で
あ
る
住
宅
に
つ
い
て
行
う
も
の

を
除
く
。
）

十
地
盤
の
防
蟻
の
た
め
に
行
う
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
1
0
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

（

に
限
る
も
の
と
し

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

秋
田
県

宮
城
県

山
形
県

福
島
県

新
潟
県

富
山
県

、
、

、
、

、
、

、
、

、

石
川
県
若
し
く
は
福
井
県
の
区
域
内
に
存
す
る
住
宅
又
は
施
工
前
に
地
盤
が
評
価
方
法
基
準
第
５
の
３
の
３
－

、１
⑶
イ
①
ｄ

ⅰ
若
し
く
は

ⅲ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
住
宅
に
つ
い
て
行
う
も
の
を
除
く

（
）

（
）

。
）

で
あ
っ
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

、



- 6 -

イ
防
蟻
に
有
効
な
土
壌
処
理
を
す
る
工
事

ロ
地
盤
を
コ
ン
ク
リ

ト
で
覆
う
工
事

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
仕
様
に
応
じ
た
維
持
管
理
の
た

ー
（

め
に
必
要
な
点
検
間
隔
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

十
一

給
水
管

給
湯
管
又
は
排
水
管
の
維
持
管
理
又
は
更
新
の
容
易
性
を
高
め
る
工
事
で
あ
っ
て

次
の
い
ず
れ

、
、

か
に
該
当
す
る
も
の

イ
給
水
管
又
は
給
湯
管
を
維
持
管
理
上
有
効
な
位
置
に
取
り
替
え
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表
1
1
第
１
号

（

か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
排
水
管
を
維
持
管
理
上
又
は
更
新
上
有
効
な
も
の
及
び
位
置
に
取
り
替
え
る
工
事

施
工
後
に
新
た
に
別
表

（

1
1
第
１
号
か
ら
第
1
1
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ
給
水
管

給
湯
管
又
は
排
水
管
の
主
要
接
合
部
等
を
点
検
し
又
は
排
水
管
を
清
掃
す
る
た
め
の
開
口
を
床

、
、

壁
又
は
天
井
に
設
け
る
工
事

給
水
管

給
湯
管
若
し
く
は
排
水
管
の
主
要
接
合
部
等
又
は
排
水
管
の
掃
除
口

（
、

が
仕
上
材
等
に
よ
り
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

か
つ

施
工
後
に
新
た
に
別
表
1
1
第
1
2
号
に
掲
げ
る

、
、

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し

第
２
号
又
は
第
８
号
に
掲
げ
る
工
事
に
該
当
す
る
も

、

の
を
除
く
。
）

別
表
１

第
２
項
第
１
号
関
係

（
）

一
小
屋
裏
の
壁
の
う
ち
屋
外
に
面
す
る
も
の
の
換
気
上
有
効
な
位
置
に
２
以
上
の
換
気
口
が
設
け
ら
れ
、
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か
つ

換
気
口
の
有
効
面
積
の
天
井
面
積
に
対
す
る
割
合
が
3
0
0
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

、

二
軒
裏
の
換
気
上
有
効
な
位
置
に
２
以
上
の
換
気
口
が
設
け
ら
れ

か
つ

換
気
口
の
有
効
面
積
の
天
井

、
、

面
積
に
対
す
る
割
合
が
2
5
0
分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

三
軒
裏
又
は
小
屋
裏
の
壁
の
う
ち
屋
外
に
面
す
る
も
の
に
給
気
口
が
設
け
ら
れ

小
屋
裏
の
壁
で
屋
外
に

、

面
す
る
も
の
の
換
気
上
有
効
な
位
置
に
排
気
口
が
給
気
口
と
垂
直
距
離
で
9
0
㎝
以
上
離
し
て
設
け
ら
れ
、

か
つ

給
気
口
及
び
排
気
口
の
有
効
面
積
の
天
井
面
積
に
対
す
る
割
合
が
そ
れ
ぞ
れ
9
0
0
分
の
１
以
上
で

、

あ
る
こ
と

四
軒
裏
又
は
小
屋
裏
の
壁
の
う
ち
屋
外
に
面
す
る
も
の
に
給
気
口
が
設
け
ら
れ

小
屋
裏
の
頂
部
に
排
気

、

塔
そ
の
他
の
器
具
を
用
い
て
排
気
口
が
設
け
ら
れ

か
つ

給
気
口
の
有
効
面
積
の
天
井
面
積
に
対
す
る

、
、

割
合
が
9
0
0
分
の
１
以
上
で
あ
り

排
気
口
の
有
効
面
積
の
天
井
面
積
に
対
す
る
割
合
が
1
6
0
0
分
の
１
以

、

上
で
あ
る
こ
と

五
軒
裏
又
は
小
屋
裏
の
壁
の
う
ち
屋
外
に
面
す
る
も
の
の
換
気
上
有
効
な
位
置
に
２
以
上
の
換
気
口
が
設

け
ら
れ

か
つ

小
屋
組
部
材
が
湿
潤
状
態
に
な
い
こ
と

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
仕
様
に

、
、

（

応
じ
た
維
持
管
理
の
た
め
に
必
要
な
点
検
間
隔
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

別
表
２

第
２
項
第
２
号
関
係

（
）

区
分
さ
れ
た
小
屋
裏
空
間

人
通
孔
等
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
場
合
は

接
続
さ
れ
て
い
る
小
屋
裏
空
間
を
１

（
、
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の
小
屋
裏
空
間
と
み
な
す

ご
と
に
点
検
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。
）

。

別
表
３

第
２
項
第
３
号
関
係

（
）

外
壁
の
う
ち
地
面
か
ら
の
高
さ
１
ｍ
以
内
の
部
分
が
通
気
構
造
等
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

別
表
４

第
２
項
第
４
号
関
係

（
）

浴
室
及
び
脱
衣
室
の
壁
の
軸
組
等

室
内
側
に
露
出
し
た
部
分
を
含
む

及
び
床
組

１
階
の
浴
室
廻
り
で
布

（
。
）

（

基
礎
の
上
に
コ
ン
ク
リ

ト
ブ
ロ
ッ
ク
を
積
み
上
げ
て
腰
壁
と
し
た
部
分
又
は
コ
ン
ク
リ

ト
造
の
腰
高
布
基
礎
と

ー
ー

し
た
部
分
を
除
く
も
の
と
し

浴
室
又
は
脱
衣
室
が
地
上
２
階
以
上
の
階
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
下
地
材
を
含
む

、

並
び
に
浴
室
の
天
井
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

。
）

、
。

一
防
水
上
有
効
な
仕
上
げ
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

二
日
本
産
業
規
格
Ａ
4
4
1
6
に
規
定
す
る
浴
室
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
の
防
水
上
有
効
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

別
表
５
－
１

第
２
項
第
５
号
イ
関
係

（
）

土
台

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
仕
様
に
応
じ
た
維
持
管
理
の
た
め
に
必
要
な
点
検
間
隔
が
記
載
さ
れ

（

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

床
下
空
間
に
露
出
し
て
い
る
部
分
及
び
当
該
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ

、

く
工
事
に
お
い
て
露
出
す
る
部
分
に
限
る

以
下
こ
の
表
及
び
次
表
に
お
い
て
同
じ

が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

。
。
）

分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

、
。
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一
北
海
道
又
は
青
森
県
の
区
域
内
に
存
す
る
住
宅
以
外
の
住
宅

土
台
に
構
造
用
製
材
規
格
等

製
材
の
日
本

（

農
林
規
格

平
成
1
9
年
農
林
水
産
省
告
示
第
1
0
8
3
号

及
び
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工
法
構
造

（
）

用
た
て
継
ぎ
材
の
日
本
農
林
規
格

昭
和
4
9
年
農
林
省
告
示
第
6
0
0
号

を
い
う

次
号
に
お
い
て
同
じ

（
）

。
。
）

に
規
定
す
る
保
存
処
理
の
性
能
区
分
の
う
ち
Ｋ
３
以
上
の
防
腐
処
理
及
び
防
蟻
処
理

日
本
産
業
規
格
Ｋ
1
5
7
0

（

に
規
定
す
る
木
材
保
存
剤
又
は
こ
れ
と
同
等
の
薬
剤
を
用
い
た
Ｋ
３
以
上
の
薬
剤
の
浸
潤
度
及
び
吸
収
量
を
確

保
す
る
工
場
処
理
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
処
理
を
含
む

が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

。
）

二
北
海
道
又
は
青
森
県
の
区
域
内
に
存
す
る
住
宅

土
台
に
構
造
用
製
材
規
格
等
に
規
定
す
る
保
存
処
理
の
性

能
区
分
の
う
ち
Ｋ
２
以
上
の
防
腐
処
理

日
本
産
業
規
格
Ｋ
1
5
7
0
に
規
定
す
る
木
材
保
存
剤
又
は
こ
れ
と
同
等

（

の
薬
剤
を
用
い
た
Ｋ
２
以
上
の
薬
剤
の
浸
潤
度
及
び
吸
収
量
を
確
保
す
る
工
場
処
理
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
の
性

能
を
有
す
る
処
理
を
含
む

が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

。
）

別
表
５
－
２

第
２
項
第
５
号
ロ
関
係

（
）

土
台
に
接
す
る
外
壁
の
下
端
に
水
切
り
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

別
表
６

第
２
項
第
６
号
関
係

（
）

外
壁
の
軸
組
等
の
う
ち
地
面
か
ら
の
高
さ
１
ｍ
以
内
の
部
分

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
仕
様
に
応
じ

（

た
維
持
管
理
の
た
め
に
必
要
な
点
検
間
隔
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

床
下
空
間
に
露
出
し
て
い
る
部

、

分
及
び
当
該
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
工
事
に
お
い
て
露
出
す
る
部
分
に
限
る

が
防
腐
及

。
）

、
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び
防
蟻

北
海
道
又
は
青
森
県
の
区
域
内
に
存
す
る
住
宅
に
あ
っ
て
は
防
腐

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ

に
（

。
。
）

有
効
な
薬
剤
が
塗
布
さ
れ

加
圧
注
入
さ
れ

浸
漬
さ
れ

若
し
く
は
吹
き
付
け
ら
れ
た
も
の
又
は
防
腐
及
び
防
蟻

、
、

、

に
有
効
な
接
着
剤
が
混
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
表
７

第
２
項
第
７
号
関
係

（
）

一
床
下
が
厚
さ
6
0
㎜
以
上
の
コ
ン
ク
リ

ト
厚
さ
0
.
1
㎜
以
上
の
防
湿
フ
ィ
ル
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
の
防

ー
、

湿
性
を
有
す
る
材
料
で
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と

二
床
下
が
ひ
び
割
れ
等
に
よ
る
隙
間
が
生
じ
て
い
な
い
コ
ン
ク
リ

ト
で
覆
わ
れ

か
つ

床
下
木
部
が
湿
潤
状

ー
、

、

態
に
な
い
こ
と

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
仕
様
に
応
じ
た
維
持
管
理
の
た
め
に
必
要
な
点
検
間
隔
が

（

記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

別
表
８

第
２
項
第
８
号
関
係

（
）

一
区
分
さ
れ
た
床
下
空
間

人
通
孔
等
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
場
合
は

接
続
さ
れ
て
い
る
床
下
空
間
を
１
の

（
、

床
下
空
間
と
み
な
す

ご
と
に
点
検
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。
）

二
点
検
口
か
ら
目
視
等
に
よ
り
床
下
空
間
の
各
部
分
の
点
検
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

床
下
空
間
の
有
効
高

（

さ
が
3
3
0
㎜
未
満
で
あ
る
場
合

浴
室
の
床
下
等
当
該
床
下
空
間
の
有
効
高
さ
を
3
3
0
㎜
未
満
と
す
る
こ
と
が
や
む

（

を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て

当
該
部
分
の
点
検
を
行
う
こ
と
が
で
き

か
つ

当
該
部
分
以
外
の

、
、

、

床
下
空
間
の
点
検
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
場
合
を
除
く

に
限
る

。
）

。
）
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別
表
９

第
２
項
第
９
号
関
係

（
）

土
台
又
は
外
壁
下
端
へ
の
軒
先
か
ら
流
下
す
る
水
の
は
ね
返
り
を
防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

別
表
1
0
第
２
項
第
1
0
号
関
係

（
）

基
礎
の
内
周
部
及
び
つ
か
石
の
周
囲
の
地
盤
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

、
。

一
防
蟻
に
有
効
な
土
壌
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

二
基
礎
と
そ
の
内
周
部
の
地
盤
上
に
一
様
に
打
設
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ

ト
で
覆
わ
れ

か
つ

当
該
コ
ン
ク
リ

ー
、

、

ト
に
ひ
び
割
れ
等
に
よ
る
隙
間
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と

ー

別
表
1
1
第
２
項
第
1
1
号
関
係

（
）

一
配
管

特
定
配
管
及
び
共
同
住
宅
等
に
お
い
て
パ
イ
プ
ス
ペ

ス
か
ら
住
戸
内
へ
の
引
き
込
み
部
分
が
シ
ン
ダ

（
ー

コ
ン
ク
リ

ト
等
へ
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
専
用
配
管
で
あ
っ
て
現
状
支
障
な
く
使
用
で
き
て
い
る
も
の
を
除
く

ー
ー

が
コ
ン
ク
リ

ト
内
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と

壁
柱

床
は
り
又
は
基
礎
の
立
ち
上
が
り
部
分

。
）

ー
（

、
、

、

を
貫
通
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
地
中
に
埋
設
さ
れ
た
配
管

特
定
配
管
及
び
一
戸
建
て
の
住
宅

人
の
居
住
の
用
以
外
の
用
途
に
供
す
る
部
分

（
（

を
有
し
な
い
も
の
に
限
る

に
お
い
て
床
下
か
ら
屋
外
へ
接
続
す
る
部
分
が
基
礎
下
に
設
け
ら
れ
て
い
る
配
管

。
）

で
あ
っ
て
現
状
支
障
な
く
使
用
で
き
て
い
る
も
の
を
除
く

の
上
に
コ
ン
ク
リ

ト
が
打
設
さ
れ
て
い
な
い
こ

。
）

ー

と
当
該
コ
ン
ク
リ

ト
が
住
宅
の
外
部
に
存
す
る
土
間
床
コ
ン
ク
リ

ト
そ
の
他
の
構
造
躯
体
に
影
響
を
及
ぼ

（
ー

ー
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す
こ
と
が
想
定
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
及
び
他
の
法
令

条
例
を
含
む

の
規
定
に
よ
り
凍
結
の
お
そ
れ

（
。
）

が
あ
る
と
し
て
配
管
を
地
中
に
埋
設
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
共
同
住
宅
等
の
専
用
配
管
の
う
ち
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
工
事
を
行
う
住
戸
に
係
る
部
分

が
当
該
工
事
を
行
う
住
戸
以
外
の
住
戸
そ
の
他
の
室

当
該
工
事
を
行
う
住
戸
と
一
体
と
な
っ
て
使
用
さ
れ
る
室

（

を
除
く

の
専
用
部
分
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

。
）

四
共
用
配
管

維
持
管
理
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

が
共
用

（
。
）

部
分

住
棟
外
周
部

バ
ル
コ
ニ

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
に
露
出
し
て
い
る
こ
と
又
は
専
用
部
分
に
立

、
、

ー

ち
入
ら
な
い
で
補
修

共
用
の
排
水
管
に
あ
っ
て
は
補
修
及
び
更
新

が
行
え
る
開
口
を
持
つ
パ
イ
プ
ス
ペ

ス
（

）
ー

内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

共
用
の
排
水
管
に
あ
っ
て
は

共
用
部
分
の
仕
上
材
等
の
軽
微
な
除
去
に
よ
り
当

（
、

該
排
水
管
を
更
新
で
き
る
場
合
を
含
む
。
）

五
共
用
配
管
の
横
主
管
が
ピ
ッ
ト
若
し
く
は
１
階
床
下
空
間
内
又
は
ピ
ロ
テ
ィ
等
の
共
用
部
分
に
設
け
ら
れ

か
、

つ
人
通
孔
そ
の
他
の
当
該
横
主
管
に
人
が
到
達
で
き
る
経
路

専
用
部
分
に
立
ち
入
ら
な
い
で
到
達
で
き
る
も

、
（

の
に
限
る
も
の
と
し

共
用
の
排
水
管
に
あ
っ
て
は
共
用
部
分
の
仕
上
材
等
の
軽
微
な
除
去
に
よ
り
到
達
で
き
る

、

も
の
を
含
む

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。
）

六
排
水
管

継
手
及
び
ヘ
ッ
ダ

を
含
む

の
内
面
が
清
掃
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
平
滑
で

か
つ

（
ー

。
）

、
、

当
該
排
水
管
が
清
掃
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
た
わ
み

抜
け
そ
の
他
変
形
が
生
じ
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い

、
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る
こ
と

七
専
用
の
排
水
管

便
所
の
排
水
管
で
当
該
便
所
に
隣
接
す
る
排
水
ま
す
又
は
共
用
立
管
に
接
続
す
る
も
の
を
除

（

く
が
掃
除
口
又
は
清
掃
が
可
能
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
ト
ラ
ッ
プ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
）

八
共
用
の
排
水
管
の
う
ち

立
管
に
あ
っ
て
は
最
上
階
又
は
屋
上

最
下
階
及
び
３
階
以
内
お
き
の
中
間
階
又
は

、
、

1
5
ｍ
以
内
ご
と
に

横
主
管
に
あ
っ
て
は
1
5
ｍ
以
内
ご
と
で
あ
っ
て

管
の
曲
が
り
が
連
続
す
る
こ
と

管
が
合

、
、

、

流
す
る
こ
と
等
に
よ
り
管
の
清
掃
に
支
障
が
生
じ
や
す
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
支
障
な
く
当
該
部
分
の
清
掃
が

行
え
る
位
置
に
そ
れ
ぞ
れ
掃
除
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

九
共
用
の
排
水
管
の
切
断
工
事
を
軽
減
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

か
つ

共
用
の
排
水
管
が
コ
ン
ク
リ

ト
の
床

、
、

ー

等
を
貫
通
す
る
部
分
に
共
用
の
排
水
管
の
撤
去
の
際
の
は
つ
り
工
事
を
軽
減
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

又
は
共
用
の
排
水
管
の
近
傍
等
に
別
に
新
た
な
共
用
の
排
水
管
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
空
間

ス
リ

ブ
等

、
ー

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

十
共
用
の
排
水
管
の
接
続
替
え
を
容
易
に
行
う
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

十
一

共
用
の
排
水
管
の
撤
去

接
続
替
え
そ
の
他
更
新
の
た
め
の
空
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と

、

十
二

配
管
の
主
要
接
合
部
等
を
点
検
す
る
た
め
に
必
要
な
開
口
又
は
排
水
管
の
掃
除
口
に
よ
る
清
掃
を
行
う
た
め

に
必
要
な
開
口
が
仕
上
材
等
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

備
考
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１
配
管

と
は

給
水
管

給
湯
管
及
び
排
水
管
を
い
う

「
」

、
、

。

２
特
定
配
管

と
は

配
管
の
う
ち

認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
こ
の
表
の
第
１
号
及
び
第
２
号

「
」

、
、

に
掲
げ
る
基
準

特
定
配
管
を
除
く
部
分
を
除
く

に
適
合
す
る
よ
う
将
来
更
新
す
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て

（
。
）

お
り

現
状
支
障
な
く
使
用
で
き
て
い
る
も
の
を
い
う

、
。

３
共
同
住
宅
等

と
は

共
同
住
宅

長
屋
そ
の
他
の
一
戸
建
て
の
住
宅

人
の
居
住
の
用
以
外
の
用
途
に

「
」

、
、

（

供
す
る
部
分
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る

以
外
の
住
宅
を
い
う

。
）

。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
三
十
号
）

こ
の
告
示
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附

則
（
令
和
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
三
号
）

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


